
法科大学院における平成２６年度の入学者選抜の状況

※ １ 平成１６年度は新制度への移行時に当たる。ちなみに、平成１７年度の志願者数は４１,７５６人（▲３０,３０６人（▲７２.６％））、
入学定員充足率は０．９５（▲０.３５（▲３６.８％））。

※２ 入学定員割れの法科大学院は、全６７校中６１校（９１％）。このうち、入学定員を７５％以上充足している法科大学院は１３校、
入学定員が５０％に満たない法科大学院は４４校。

（平成２６年４月１日現在 文部科学省専門職大学院室調べ）

志願者数 入学者数
入学定員

充足率※２

【参考】
入学定員

平成２６年度 １１,４５０人 ２,２７２人 ０．６０ ３,８０９人

前年度
（平成２５年度）

１３,９２４人

▲２,４７４人（▲１７.８％）

２,６９８人

▲４２６人（▲１５.８％）

０．６３

▲０．０３

４,２６１人

▲４５２人（▲１０.６％）

ピーク時 ７２,８００人

▲６１,３５０人（▲８４.３％）

（平成１６年度※１）

５,７８４人

▲３,１５２人（▲６０.７％）

（平成１８年度）

１．０３

▲０．４３

（平成１６年度※１）

５,８２５人

▲２,０１６人（▲３４.６％）

（平成１９年度）
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（注） グラフ中、「青い囲み」 は入学定員のピーク時から現在までの減少の推移、また、「赤い囲み」 は実入学者数のピーク時から現在までの減少の推移。

従来の
閣議決定の
数値目標

近年の平均
合格者数

3,000

2,000

規模縮小と志願者減の
悪循環を脱却し、
制度安定化による法曹
養成基盤確立に向けた
検討が必要

① 入学定員の削減 ： 平成２２年度から、全ての法科大学院が削減 （約３０％の減）

② 競争倍率の確保 ： 合格者数を抑制し、実入学者数も、大幅減少 （約６０％の減）

これまでの成果

入学定員の適正化の経過 （法科大学院全体の状況）
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22年表明
姫路獨協大学（23年4月停止、25年3月廃止）

23年表明
大宮法科大学院大学 （25年4月停止）

※桐蔭横浜大学と統合
24年表明
明治学院大学 （25年4月停止）
駿河台大学 （25年4月停止）
神戸学院大学 （25年4月停止）

25年表明
東北学院大学 （26年4月停止予定）

大阪学院大学 （26年4月停止予定）
島根大学 （27年4月停止予定）
大東文化大学 （27年4月停止予定）

26年表明
信州大学 （27年4月停止予定）

東海大学 （27年4月停止予定）
関東学院大学 （27年4月停止予定）
新潟大学 （27年4月停止予定）

龍谷大学 （27年4月停止予定）
久留米大学 （27年4月停止予定）
鹿児島大学 （27年4月停止予定）

香川大学 （27年4月停止予定）
広島修道大学 （27年4月停止予定）
獨協大学 （27年4月停止予定）

白鷗大学 （27年4月停止予定）
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なお、上記課題を抱える ２４校 の中には、

・ 既に学生募集停止を公表した法科大学院 １７校 のほか、

・ 地域適正配置や社会人対応等の特性を有する法科大学院が含まれている

• 『合格率に課題がある法科大学院』 では、ピーク時に比べ、実入学者数が約９１％減と大幅に減少

• 学生募集停止を公表した法科大学院は２０校、ピーク時の７４校から５４校に減少

（参考） 学生募集停止を公表した
法科大学院

計２０校

▲91%

22年9月～
公的支援の見直しを実施

全体の

4.9%

司法試験合格率が全国平均の半分未満の法科大学院２４校の状況

課題を抱える法科大学院の入口などの状況
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■ 法曹養成制度関係閣僚会議決定を踏まえ、入学定員の適正化を含む抜本的な組織見直しを加速する必要があること
から、平成25年11月に「公的支援の見直しの更なる強化策」を決定。

◎ 司法試験合格率、入学定員の充足率、多様な人材確保、地域性・夜間開講など多様な指標に基づき3類型に分類

◎ 各類型に関し、現在の入学定員の充足率を参考に算定した公的支援の基礎額を設定

◎ その上で先導的な教育システムの構築、教育プログラムの開発、質の高い教育提供を目指した連合などの優れた取

組の提案を評価して、加算する仕組みを創設

27年度 加算の可能性がある取組例

教育プログラム開発、就職支援

連合、連携

教育システム構築

教育プログラム開発、就職支援

他類型該当校支援プログラム

連合

（28年度以降は地方校・夜間校のみが対象）

基 礎 額

（80％）

基 礎 額

（70％）

基 礎 額

（60％）

基 礎 額

（90％）

基 礎 額

（50％）

基礎額も減額の上、
地方校・夜間校のみ
加算額分だけ
増額の可能性あり
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28年度以降は、

※ 加算額の算定の局面で入学者選抜の競争倍率を勘案し、額に反映。

「公的支援の見直しの更なる強化策」の基本的な考え方
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【参考】




